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令和８年度会員登録の方法について 

 

山形県ソフトテニス連盟会員登録委員会 

 

 はじめに 

日頃より、会員登録にご理解とご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

今年度の会員登録並びに登録料の支払い等について、下記事項にご留意の上よろしくお願いいた

します。 

※令和７年４月から、日本ソフトテニス連盟の会員登録システムが新しくなっています。 

※会員登録と合わせて、システムに登録されている団体情報を、最新状態に更新していただきます 

ようご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１． 会員登録料の改定について 

 

１）日本ソフトテニス連盟の会員登録料 

   令和７年４月１日から指導者・一般 1,000円⇒2,000円、高校生・高専 500円⇒1,000円、大

学生 500円⇒1,000円に改定されました。 

   山形県ソフトテニス連盟の登録料は変更ありません。 

なお、会員登録料は次の表のとおりです。（図１参照） 

【図１】 

 

 

 

 

※１ 小学生  日連５００円、県連５００円、県小学生連盟５００円 

※２ 中学生  中学２、３年生 日連５００円、県連０円 

           中学１年生は 日連５００円、県連１，５００円 

 

 

個人分類 日連登録料 県連登録料 地域連登録料 合計 

指導者 ２，０００円 ０円 ０円 ２，０００円 

一般 ２，０００円 １，０００円 ０円 ３，０００円 

小学生※１ ５００円 ５００円 ５００円 １，５００円 

中学生※２ ５００円 ０円 ０円 ５００円 

高校生 １，０００円 １，０００円 ０円 ２，０００円 

高等専門学生 １，０００円 １，０００円 ０円 ２，０００円 

大学生 １，０００円 １，０００円 ０円 ２，０００円 



 ２）中学１年生の県連盟登録料の納入方法（重要） 

   新システムでは、中学校１年生の時に納付していただく三年間の県連盟登録料（１人１，５００

円）を取り扱うことができなくなりました。（令和４年６月以前の旧システムで利用していた団体会

費の欄を使用しての支払いもできません。） 

   ついては、６「県連盟登録料を納付していただく場合の留意点」に従い、ゆうちょ銀行の県連

盟指定口座に振り込んでいただきますようお願いいたします。なお、振込手数料は連盟が負担

いたします。（必要な方に、別途専用の振込用紙をお送りします。） 

 

２．新会員登録システムの階層及びコードについて 

 

会員登録システムの変更にあたり、当県連盟の階層及びコードを見直すとともに、登録団体の階層

及びコードを整理しました。（図２参照） 

 

【図２】 

 

 

３．ゼッケンについて 

    

ゼッケンについては、名入れも含めて１枚１，１００円で販売します。 

   申込み、お問い合わせは県連理事長までお願いします。 

   なお、ゼッケン代の納入については、先の中学１年生の県連盟登録料の納入方法と同様、ゆ

うちょ銀行の県連盟指定口座に振り込んでいただきますようお願いいたします。なお、振込手

数料は連盟が負担いたします。（図７参照）（必要な方に、別途専用の振込用紙をお送りします。） 

 

４．会員登録の方法について 

 

 会員登録については、日本ソフトテニス連盟のホームページに掲載されている「会員登録マ

ニュアル」を参考に進めていただきますが、簡単にご説明いたします。 

 日本ソフトテニス連盟ホームページから、「会員登録システム LOGIN」または「会員登録・



ログイン」をクリックし、あらかじめ日本ソフトテニス連盟から団体管理者に通知されている

「団体 ID／会員番号」と「パスワード」を入力します。 

 初期画面から、「登録申請」をクリックします。（図３参照） 

 

 

【図３】 

 

 

１）昨年、会員登録された方の登録方法について 

 

昨年の登録データが新システムにデータが移行されており、申請登録者一覧に表示されます。 

なお、今年度登録をしない場合、登録を保留する場合は、保留の欄にチェックを入れます。  

（図４参照） 

 

【図４】 

 

 

２） 過去に会員登録したことのある方の登録方法について 

 

「登録申請」をクリックします 



過去に会員登録したことがある方の場合、「再登録」をクリックして会員番号または基本情報を

入力して、図３の登録申請一覧に追加してください。（図５参照） 

 

 

【図５】 

 

 

３）初めて会員登録をする方の登録方法について 

 初めて連盟に会員登録する場合、「新規登録」をクリックし、基本情報を入力して図３の登

録申請一覧に追加してください。（図６参照） 

【図６】 

「再登録」をクリックします 



 

５．会員登録料の支払いについて 

  会員の登録料を支払うには、図４の画面下段の「登録申請に進む」をクリックして、「支払内容の確

認」の画面に移り、登録者及び人数と会費に誤りがないことを確認し、支払い方法を選択して支払い手

続きを進めてください。（図７参照） 

 

【図７】 

「新規登録」をクリックします 



 

 

 

 

６．中学校１年生の県連盟登録料を納付していただく場合の留意点 

 

 （再掲）新システムでは、中学校１年生の時に納付してただく三年間の県連盟登録料（一人１，５００

円）を取り扱うことができなくなりました。 

 ＊令和４年６月以前の旧システムで利用していた団体会費の欄を使用しての支払いもできません。 

  申し訳ありませんが、ゆうちょ銀行の県連盟指定口座に振り込んでいただきますようお願いいた

します。なお、振込手数料は連盟が負担いたします。（図８参照） 



 

また、「ゼッケン代」の支払いについても、これと同様、ゆうちょ銀行の県連盟指定口座に振り

込んでいただきますようお願いいたします。なお、振込手数料は連盟が負担いたします。 

 

納入時期につきましては、県連盟の会計期間が毎年１２末日となっておりますので、それまで

の納入にご協力をお願いします。 

 

【図８】 

 

 

以上、簡単にご説明させていただきましたが、不明な点等あれば下記までご連絡願います。 

〒992-0473  南陽市池黒１４６６番地 

                              高 野 祐 次   

               TEL/FAX：0238-47-2396 

               携帯：090-7068-3257 

               E-mail： w.kvqj-9@ya.ncv.jp 

@１，５００×○○名分 


